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北海道健康増進計画すこやか北海道21を推進するための

釧路圏域健康づくり事業行動計画
（計画期間：令和6年（2024年）10月～令和12年（2030年）3月）



北海道健康増進計画すこやか北海道21を推進するための

釧路圏域健康づくり事業行動計画
（計画期間：令和6年（2024年）10月～令和12年（2030年）3月）

釧路圏域における重点的な取組について

本計画期間内に取り組む重点的な取組については、生活習慣の改善に向けてさらな
る働きかけを図るために、個人の行動と健康状態の改善と促す環境づくりにより、健
康無関心層を含む幅広い層が自然に健康な行動がとれるような環境づくりの観点から、
受動喫煙防止の取組と食生活を支援する環境の整備のほか、働き盛り世代に向けた取
組を促進するため、地域保健と職域保健との連携強化についても加え、次の３つの施
策のとおり整理。

（１）家庭、職場、飲食店等その他多くの人が利用する施設における受動喫

煙ゼロの実現

（２）スーパーや飲食店等民間企業や特定給食施設などと連携した個人の食

生活を支援する食環境の整備

（３）地域保健と職域保健の連携強化による「健康経営」の推進

重点的な施策







地域保健・職域保健連携推進連絡会設置の目的

地域保健・職域保健
連携推進連絡会



地域保健・職域保健連携推進連絡会の今後の方向性

※地域・職域連携推進ガイドライン（令和元年９月改訂）より抜粋



地域保健・職域保健連携推進連絡会構成機関に期待する役割

構成機関・団体 期待される役割の例

労働基準監督署
労働基準、労働衛生に関する情報の提供
地域・職域連携推進連絡会からの情報を事業場に提供
労働基準監督署主催の説明会等での健康教育の場の提供

商工会議所
商工会連合会
農業協同組合
漁業協同組合

会員事業者・組合員等への保健事業に関する情報の提供
講演会・イベント等の共同実施

医師会
看護協会
栄養士会

地域・職域連携推進連絡会からの情報を会員に提供
地域・職域連携推進事業への人的資源の紹介
各専門職種からの助言

健診機関
受診者全体の健康課題に関する情報の提供
地域・職域連携推進事業への協力

医療保険者
市町村がん検診と特定健診の共同実施
データヘルス計画や業種別健康情報等健康に関する情報の提供
保険者が感じている課題の提案

市町村
住民や職域を対象とした地域・職域連携推進事業の実施
地域・職域連携推進事業の共同実施
市町村が保有する健康に関する情報の提供

保健所 事務局の設置、中心的な役割、窓口機能

※地域・職域連携推進ガイドライン（令和元年9月厚生労働省）より抜粋



年間１～２回程度開催し、各構成機関等が保有する健康に関する情報

を共有、地域特有の健康課題を整理し、実施可能な具体策について検

討する。

（必要に応じて、実務担当者レベルのワーキンググループでの稼働）

○ 健康情報マップ等普及啓発媒体の作成

○ 事業所や従業員の健康づくり等に関する実態調査・分析

○ 構成機関・団体やその他の団体と連携した健康教育の共同実施

○ 商工会や協同組合の会合、事業所の昼休みなどを活用した健康セミナー

地域保健・職域保健連携推進事業今後想定する具体的な取組（例）


